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東
京
都
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
三
号

東
京
都
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
四
号

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
五
号

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
加
え
、
「
及
び
中
央
卸
売
市
場
長
」
を
「
、
中
央
卸
売
市
場
長
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略

推
進
本
部
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
六
号

東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
本
庁
舎
共
同
防
火
・
防
災
管
理
協
議
会
」
を
「
第
一
本
庁
舎
防
火
・
防
災

管
理
協
議
会
」
に
、
「
第
二
本
庁
舎
共
同
防
火
・
防
災
管
理
協
議
会
」
を
「
第
二
本
庁
舎
防
火
・
防
災

管
理
協
議
会
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」

を
、
「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二　

一
の
部
施
設
検
査
の
款
警
報
設
備
の
項
中
「
非
常
警
報
器
具
及
び
設
備
」
を
「
、
非
常

警
報
器
具
及
び
非
常
警
報
設
備
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
七
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
余
白
」
を
「
余
白
等
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
八
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

六
十
三
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第

三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
三
条
の
四
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
三
条
の
四

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
三
条
の
四
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附　

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
九
号

東
京
都
職
員
研
修
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
研
修
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都

規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
局
の
項
中
「
総
務
部
主
計
課
課
長
代
理
（
財
務
担
当
）
、
課
長
代
理
（
財
務
調
査
担

当
）
」
を
「
総
務
部
主
計
課
課
長
代
理
（
経
営
戦
略
担
当
）
、
課
長
代
理
（
経
営
企
画
担
当
）
、
課
長

代
理
（
予
算
総
括
担
当
）
、
課
長
代
理
（
予
算
調
査
担
当
）
」
に
、
「
、
課
長
代
理
（
団
体
連
携
推
進

担
当
）
、
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
及
び
課
長
代
理
（
予
算
調
査
担
当
）
」
を
「
及
び
課
長
代
理
（
団

体
連
携
推
進
担
当
）
」
に
、
「
、
課
長
代
理
（
給
与
担
当
）
、
課
長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進

担
当
）
及
び
課
長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
監
理
担
当
）
」
を
「
及
び
課
長
代
理
（
給
与
担
当
）
」

に
、
「
及
び
課
長
代
理
（
業
務
指
導
担
当
）
」
を
「
、
課
長
代
理
（
業
務
指
導
担
当
）
、
課
長
代
理

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
担
当
）
及
び
課
長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
監
理
担
当
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
本
局
の
項
中
「
課
長
代
理
（
調
整
担
当
）
」
を
「
課
長
代
理
（
危
機
管
理
担
当
）
」
に
改

め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
一
号

東
京
都
職
員
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
表
彰
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
三
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号

東
京
都
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
健
康
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、
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「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
並

び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場

長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
並

び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場

長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
四
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
五
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
１
の
部
⑴
の
項
ア
を
削
り
、
同
項
イ
中
「
、
警
備
第
二
課
」
を
削
り
、
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策

課
」
の
下
に
「
、
組
織
犯
罪
対
策
総
務
課
、
犯
罪
収
益
対
策
課
、
国
際
犯
罪
対
策
課
、
暴
力
団
対
策
課
、

薬
物
銃
器
対
策
課
」
を
、
「
警
視
庁
生
活
安
全
特
別
捜
査
隊
」
の
下
に
「
、
警
視
庁
組
織
犯
罪
対
策
特

別
捜
査
隊
」
を
加
え
、
「
管
理
職
員
」
を
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条

例
第
七
十
五
号
）
第
九
条
の
二
に
規
定
す
る
給
料
の
特
別
調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
職
員
、
東
京
都
の

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六

十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職

員
」
と
い
う
。
）
及
び
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
）
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ

れ
た
職
員
（
以
下
「
管
理
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
中
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
オ
ま

で
を
イ
か
ら
エ
ま
で
と
し
、
同
表
１
の
項
中
「
イ
並
び
に
」
を
削
り
、
同
表
４
の
部
⑴
の
項
中
「
警
備

第
一
課
」
の
下
に
「
、
警
備
第
二
課
」
を
加
え
、
同
表
12
の
項
中
「
六
百
七
十
円
」
を
「
七
百
三
十

円
」
に
改
め
、
同
表
20
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

20

削
除

附　

則
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（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り

支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、

二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら

始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
六
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二　

一
の
項
旅
費
の
欄
中
「
一
級
の
職
務
に
あ
る
者
」
を
「
職
務
の
級
が
一
級
の
者
」
に
改

め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
裏
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定

は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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